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１【提出理由】

当社は、平成29年５月25日の第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年５月25日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　１株につき金２円 総額29,039,932円

ロ 効力発生日

平成29年５月26日

　

第２号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

　全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、全ての国内上場会社の株

式の売買単位を最終的に100株に集約することを目指しております。

　当社は、上記行動計画の趣旨を尊重し、当社の単元株式数を現在の1,000株から100株に変更する

ものであります。

　また、本総会の第３号議案に係る株式併合（２株を１株）による発行済株式総数の減少に伴い、

発行可能株式総数の適正化を図るため、株式併合割合と同じ割合（２分の１）で発行可能株式総数

を5,100万株から2,550万株に減少させるものであります。

　なお、本議案に係る定款一部変更は、本総会の第３号議案「株式併合の件」が承認可決されるこ

とを条件とし、当該株式併合の効力発生日である平成29年９月１日をもって効力が発生するものと

するため、その旨の附則を設けるとともに、同附則は変更の効力が発生した日の経過後、これを削

除するものといたします。

 
第３号議案 株式併合の件

(1) 株式併合を必要とする理由

　本総会の第２号議案に係る定款一部変更により、単元株式数を1,000株から100株へと変更するこ

とと併せて、当社株式につき、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（５万円以上50万

円未満）にするとともに、発行済株式の総数の適正化を図るため、株式の併合を実施するものであ

ります。

(2) 併合の割合

　当社普通株式について、２株を１株に併合いたします。

　なお、併合の結果、1株に満たない端数が生ずるときは、一括して処分し、その処分代金を端数

が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

(3) 株式併合の効力発生日

平成29年９月１日

(4) 効力発生日における発行可能株式総数

25,500,000株

(5) その他

　本議案に係る株式併合は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを

条件といたします。

　その他手続き上必要な事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金処分の件

11,781 5 ― (注)１ 可決 92.44

第２号議案
定款一部変更の件

11,766 20 ― (注)２ 可決 92.32

第３号議案
株式併合の件

11,766 20 ― (注)２ 可決 92.32
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄

権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社カンセキ(E03179)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

